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新型コロナウイルス感染症感染判明にともなう緊急下校について 

 

この度は、本校児童の新型コロナウイルス感染症への感染が判明したことにともなう、緊急下校

及び臨時休業にご理解ご協力いただき、ありがとうございました。 

さて、学校は再開しましたが、現在の大阪府の新型コロナウイルス感染症の感染状況から考える

と、今回と同様の対応を取らざるを得ない状況が再度起こることも十分に考えられます。つきまし

ては、緊急下校についての基本的な対応をお知らせしますので、よろしくお願いします。 

 

記 

 

①午前中に児童・職員への感染が判明した場合 

 〇給食終了後に、緊急下校します。下校時刻は、保護者メールでお知らせします。 

 【４年生～６年生】 

  ・お知らせした下校時刻になりましたら、児童を一斉に緊急下校させます。ただし、児童から 

家に入ることができないなどの申し出があった場合は、通常の下校時刻まで学校で待機させ、 

その後下校させます。 

・下校のタイミングは、「緊急下校の時刻」と「通常下校の時刻」の 2 回です。児童が申し出 

も、その途中で下校させることはありません。なお、保護者の方より、下校の依頼があった 

場合は、その限りではありません。 

・「緊急下校」した際に、家に入れなかった場合は、学校に戻ってくるように指導します。 

・下校や留守番の方法については、ご家庭で十分に話し合っておいてください。 

【１年生～３年生】 

・お知らせした下校時刻での下校を希望される場合は、各教室までお迎えをお願いします。 

 お迎えがなかった児童は、通常の下校時刻になりましたら、児童だけで下校させます。 

・４年生から６年生にきょうだいがいる場合は、一緒に帰ることも可能です。ただし、上の学 

年のきょうだいが迎えにこなかった場合は、通常の下校時刻で下校させます。この形での下 

校を希望する場合は、４年生から６年生のお子さんと十分に相談しておいてください。 

 

②給食終了後に児童・職員への感染が判明した場合 

 〇通常の下校時刻まで授業を行い、下校させます。 

 

 

 



③いきいき活動利用児童について 

 〇学校内での新型コロナウイルス感染症の感染が判明した時点で、いきいき活動は利用できませ 

ん。よって、いきいき活動利用児童については、通常時刻での下校後も学校で待機させます。 

・通常の下校時刻での下校を希望される場合は、学校にご連絡ください。 

・お迎えがない場合でも、１・２年生に関してはいきいきカードに記載されている時刻になれ 

ば、児童だけで下校させます。ただし 17:00 以降は必ずお迎えが必要です。 

 ・３年生以上は、いきいきカードを持っていないため、学校ではいきいき利用の有無を把握す 

ることはできません。よって、下校時刻等は本人の申し出に従います。 

 〇感染判明後は、できるだけ、児童の接触を減らす必要があります。保護者メールを確認された 

場合は、児童が少しでも早く下校することができるよう、ご協力よろしくお願いします。 

 〇いきいき活動開始後に感染が判明した場合は、いきいき活動の指示に従ってください。 

 

④外部の預かり事業をご利用の方へ 

 〇緊急下校時の対応については、保護者の方で、各事業所と十分に対応を相談しておいてくださ

い。各事業所の方がお迎えにこられた場合は、お子さんを引き渡します。 

 

⑤その他留意点 

〇下校について判断に迷った場合は、児童は学校に待機させます。 

〇緊急下校では、事故なく、安全に児童を帰宅させることができるよう、計画しています。しか

しながら、どうしても一時的に大勢の保護者の方が学校に入られることになり、感染リスクと

しては、多少なりとも上がってしまうのも事実です。お迎えに来られた保護者の方は、会話を

控えていただき、お迎え後は速やかに校外に出てください。なお、混雑緩和の為、校舎内には

土足でお入りください。 

〇８月２７日（金）の緊急下校では、正門前に自転車があふれ、交通に支障がでる可能性があっ

たので、急遽、運動場に駐輪していただくという措置をとりました。本校では、原則、行事の

際の自転車での来校は、ご遠慮いただいています。しかし、急な連絡でお迎えに来ていただく

ことになる緊急下校に関しては、自転車での来校を認めさせていただきます。ただし、児童の

下校と重ならないように、自転車で来られた場合は北門（給食室側の門）から入ってください。

正門前、周辺道路への駐輪は、絶対におやめください。 

〇児童の下校については、できる限り、基本の対応にしたがっていただきますよう、お願いしま

す。お問い合わせの電話が増えると、その応対の為の職員が必要となり、児童の安全確保に支

障がでます。ご協力よろしくお願いします。 

 

※あくまでも基本の対応で、状況によっては一部を変更することもあります。その場合は、その

都度、保護者メールに掲載します。児童１人あたり３端末まで、メール登録が可能です。でき

るだけ登録数を増やしていただき、メールのチェックをしやすくしていただければ幸いです。

再度、登録シートが必要な場合はお申し出ください。児童の安全を守るために、ご理解ご協力、

よろしくお願いします。 


